
 

（１）施策方針と施策 

課題を踏まえ、施策方針と主要施策を以下のとおり整理します。なお、主要施策は本計画の

計画期間である５年間で取り組む予定の施策を位置付けます。 

 



（２）地域公共交通における幹・枝・葉の考え方 

本計画の基本方針として、国土交通省の計画アップデートガイダンスの中で示されている主

に”枝”の交通に係る「公共交通軸と拠点の充実・保証」、主に”葉”の交通に係る「”交通空

白”における移動の確保」、サービスの持続可能性に係る「持続可能性・実現可能性の確保」の

３つの観点を踏まえ、本市の公共交通におけるネットワークイメージを p.34 で位置付けます。 

地域公共交通計画の幹・枝・葉の考え方と本市における状況 

 

 

 

地域公共交通アップデートに向けた観点 

出典：地域公共交通計画の「アップデートガイダンス Ver1.0（国土交通省）」の図を一部編集 



（３）現状の公共交通ネットワークと利用状況 

本市の現状における公共交通は、鉄道（IRいしかわ鉄道）のほか、路線バス 13路線、コミュ

ニティバス３路線（市内循環線南コース・北コース、木場潟線）、乗合タクシー２路線と市全域

をカバーする形で公共ライドシェア（毎週木・金・土曜 17 時～24時運行）を運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※乗降カウントセンサーによる集計（佐野線、松東地区乗合タクシー、空港連絡線は、市と運行事業者等の集計データ） 



（４）将来ネットワークイメージ 
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（５）具体的な事業等 

課題を踏まえ、施策方針と主要施策を以下のとおり整理します。なお、主要施策は本計画の

計画期間である５年間で取り組む予定の施策を位置付けています。なお、事業及びロードマッ

プは、社会情勢や関係団体等との調整の結果、都度見直しを図っていきます。 

① 持続可能な公共交通ネットワークの構築 
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② 利便性の高い誰もが使いやすい公共交通の実現 
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③ 公共交通の基盤を支える人材面・財政面からの支援 
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（６）地域公共交通確保維持改善事業の必要性 

市内循環線（北コース）は、小松駅及び明峰駅と市内北西部を接続することで、地域住民に

とって通勤、通学、買い物等日常生活行動上必要不可欠な交通手段となっています。今後、「持

続可能な公共交通ネットワークの構築」、「利便性の高い誰もが使いやすい公共交通の実現」に

向けて、市内循環線（北コース）の見直しや少量乗合交通等の新たな公共交通を導入すること

も検討しています。それまでの間、市内循環線（北コース）は地域住民にとって必要不可欠な

交通手段であり、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要があります。 

 

 

  



 

（１）目標値 

目標値は、３つの将来像実現に向けた目標ごとに位置付けます。 

 

主要路線の運行本数 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 将来ネットワークイメージで示す地域内幹線バス、地域間幹線バスの主要路線を運行する

現状の路線バスの運行便数（空港連絡線は除く）は上下線の合計で１１４便 

 

目標値 

 将来ネットワークイメージ及び利用ニーズ等を踏まえ、路線集約及びダイヤ再編（パター

ンダイヤやタクトダイヤの導入等）を行いながら、適正な運行本数とする 

 

関連する主な施策 

 幹線バスの設定・見直し（施策方針１） 

 バスの運行ルートの効率化（施策方針１） 

 パターンダイヤ・タクトダイヤの導入（施策方針１）



人口 1 人あたりのバスの利用回数（年間） 

現状値(令和６年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 路線バスおよび自動運転バスにおける令和６年度の総利用者数を総人口 105,268 人(住民

基本台帳／令和７年３月１日時点)で割り戻した数値を現状値として設定 

 路線バス、自動運転バスの年間総利用者数 401,603 人÷総人口 105,268 人＝3.8 回／人 

 

 

目標値 

 公共交通の改善を通じて、公共交通の利用者の拡大を図る 

 年間総利用者数を現状 401,603 人の 1.3 倍である約 500,000 人と見込み、１人あたりのバ

ス利用回数を５回と設定（年間利用者総数 約 500,000 人÷令和 12 年の総人口推計

100,480 人＝５回／人） 

 公共ライドシェア等の少量乗合交通の利用促進も行いながら、利用しやすい公共交通を目

指す 

 

関連する主な施策 

 幹線バスの設定・見直し（施策方針１） 

 パターンダイヤ・タクトダイヤの導入（施策方針１） 

 



 

公共交通サービスによる人口カバー率 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 鉄道（IR）、路線バス（15路線：安宅線、粟津線、月津線、佐美線、麦口線、尾小屋線、大

杉線、ハニベ線、国府線、小杉線、寺井線、空港連絡線（自動運転バス含む）、佐野線、市

内循環線、木場潟線、松東地区乗合タクシーにおける公共交通サービス圏（鉄道駅を中心

に 500m 圏、バス停を中心に 300m 圏）に居住する全人口の小松市総人口における割合 

 小松市総人口は、令和２年度国勢調査の地域メッシュ（100m メッシュ）を基に算出 

 算出方法：（公共交通サービス圏内の居住人口）69,675 人÷（令和２年度国勢調査におけ

る総人口）106,216 人×100＝65.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値 

 路線バス等の再編及び小型乗合交通等の導入により、公共交通サービスの人口カバー率の

向上を図ることを目標とする 

 本計画期間内では、安宅新町及びまちなかエリア以外での交通空白地の解消を目標とした

カバー率の設定する 

 

関連する主な施策 

 交通空白解消のための交通サービスの導入（施策方針２） 
 少量乗合交通の導入（施策方針２） 



活動機会へのアクセシビリティ 

高

齢

者 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

高

校

生 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 公共交通サービスを必要とする層（高校生、高齢者）が主に利用すると想定される施設（高
校生であれば高校、高齢者であれば買い物や病院、趣味）への移動を確保できるかが重要 

 そのため、以下の２つの視点でアクセシビリティ指標を設定、目標値を設定する 

〔アクセシビリティを図る視点〕 

高齢者：令和７年度に実施した市民アンケートにおいて、75 歳以上の高齢者が「買い物」
「医療機関」「趣味等」それぞれへの外出の自己評価について「十分に外出できて
いる」「概ね外出できている」と回答した割合の平均値 

 

高校生：令和７年度に実施した高校生アンケートにおいて、普段の行きたいところへお出
かけする際の移動手段に対する不便・不安を感じている生徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

目標値 

 「高齢者」は、公共交通を利用する高齢者が買い物や病院や趣味等に外出できているとい

う自己評価の改善を図る 

 「高校生」は、普段のお出かけの移動手段に対する不便・不安を感じる生徒の低減を図る 

 

関連する主な施策 

 幹線バスの設定・見直し（施策方針１） 
 バスの運行ルートの効率化（施策方針１） 
 交通空白解消のための交通サービスの導入（施策方針３） 
 少量乗合交通の導入（施策方針２） 



日常利用者（らく賃パスポート登録者）の利用満足度 

高

校

生 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

シ

ル

バ

ー 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

障

が

い

者 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 令和７年度に実施したらく賃パスポート登録者アンケートにおいて問 25（高校生は問 50）
で路線バスやコミュニティバスに満足している点として「時刻通り運行されている」「運行
本数や便数が十分である」「停留所の場所が便利で利用しやすい」を回答した方の、全回答
者に対する割合の平均値 

〔高校生（日常利用者）の路線バスやコミュニティバスの利用満足度（問 50）〕 

 

 

 

 

 

 

〔高齢者（日常利用者）の路線バスやコミュニティバスの利用満足度（問 25）〕 

 

 

 

 

 

 

〔障がい者（日常利用者）の路線バスやコミュニティバスの利用満足度（問 25）〕 

 

 

 

 

 

 

目標値 

 路線再編やダイヤ等の見直しにより利用満足度の向上を図ることを目標とする 

 

関連する主な施策 

 幹線バスの設定・見直し（施策方針１） 
 バスの運行ルートの効率化（施策方針１） 



 

人口一人あたりの市のバス等運行に係る負担額（年間） 

現状値(令和６年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 令和６年度の市のバス関連事業費 133,392 千円（約 1.3 億円／路線バス運行補助、コミュ
ニティバス運行委託料、松東地区乗合タクシー運行委託料、らく賃パスポート関連経費）
を総人口 105,268 人(住民基本台帳／令和７年３月１日時点)で割り戻した数値（1,267 円）
を現状値として設定（１日あたり１人 約 3.5 円の負担） 

 

目標値 

 公共交通を維持確保し、かつ利便性の向上を図るために市として適正な支出を行う 
 路線バスやコミュニティバスの再編等を進める際には、一時的に支出が増加する可能性が

あるものの、費用対効果の評価等により支出の適正さはモニタリングを行うものとする 

 

関連する主な施策 

 幹線バスの設定・見直し（施策方針１） 
 バスの運行ルートの効率化（施策方針１） 
 路線バスの補助金の見直し（施策方針３） 
 らく賃パスポート制度の見直し（施策方針３） 

公共交通（路線バス・ライドシェア）に従事する運転者数 

現状値(令和７年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 令和７年度 12月～１月における路線バス（乗合部門）及び公共ライドシェアの運転者数 

目標値 

 公共ライドシェアの運行エリア拡大等による運転者数の増加を目標とする。 
 路線バスの運転手の確保は厳しい状況ではあるものの、広報活動やドライバー育成などに

関する事業等により運転者数を維持する。 
 

関連する主な施策 

 ドライバー確保に向けた対策（施策方針３） 



 

らく賃パスポートの購入者数 

現状値(令和６年度)  目標値（令和 12年度） 

【設定等の考え方（案）】 

現状値 

 らく賃パスポートの購入者数は、令和６年度が 864 人、令和７年度は 12月末までで 833 人 
 全体の購入者割合は、高校生が最も多く全体の約５～６割程度、次いでシルバーが約３割

程度、障がい者が約１割弱 

 

目標値 

 市内高校に通う高校生（4,000 名程度）のうち 33.0％が平日登校時は公共交通・送迎バス
を利用する結果（高校生アンケートより）となっており、購入者増の余地がある 

 今後のらく賃パスポートのデジタル化等を含めた利便性向上策により、購入者の増加を目
指す 

 

関連する主な施策 

 らく賃パスポート制度の見直し（施策方針３） 

 

  



 

（１）推進体制 

本計画の評価・検証、改善策の検討は「小松市地域公共交通活性化協議会」が主体となって

実施します。 本計画で位置付ける将来像「誰もが、気兼ねなく、スマートに、お出かけができ

る こまつ」の実現に向けて掲げた目標及び主要施策等の実施にあたって、住民・地域・交通事

業者・行政等がそれぞれの役割分担のもと、一体となって取り組みます。 

そのため、「地域公共交通専門部会」や「福祉交通専門部会」といった住民を中心とした関係

者がフラットな立場で様々な観点から協議することのできる場を継続的に設けます。 
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（２）進捗評価の方法 

計画の推進にあたっては、事業の実施（Do）→評価（Check）→見直し・改善（Action）→計

画反映（Plan）というＰＤＣＡサイクルを毎年行います。計画期間中は以下の評価スケジュー

ルのもと、詳細には年間スケジュールに沿って事業や進捗評価を進めます。 

なお、事業評価に関しては、各事業の進捗等を確認するほか、本計画で位置付けた目標値の

状況やそれを踏まえた改善策の検討、事業実施による効果等を整理した上で地域公共交通専門

部会、福祉交通専門部会、活性化協議会の中で協議を行うこととします。 
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令和８（2026）年４月策定 

小松市行政管理部地域交通政策室 

TEL：0761-24-8396 


